
 

 
 

2015 年度調査 結果の概要（2014 年度の民間企業による研究開発活動の概況） 

 

１．研究開発投資の動向 

・主要業種の社内研究開発費は前年度に比べて減少傾向がみられる。 

研究開発活動の実施状況をみると、企業の主要業種における社内研究開発費は 1 社当たり平均 25 億

7,145 万円（うち外部からの受入研究費が 1 社当たり 7,896 万円）、外部支出研究開発費（総額）が 14 億

4,086 万円であった（表 1）。なお、研究開発費（全社）に占める研究開発費（主要業種）の割合の平均は、社

内研究開発費が 92.2%、外部支出研究開発費が 89.1%であった。今年度と昨年度の両方に回答した企業で

時系列比較すると、主要業種における 1 社当たりの平均社内研究開発費（受入研究費を除く自己資金分）は

減少している（表 2）。 

 

表 1． 資本金階級別 主要業種における 1 社当たり研究開発費 （2014 会計年度） 

 

 

 

表 2． 資本金階級別 パネルデータによる 1 社当たり社内研究開発費の変化 （主要業種・実質値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 平均値 中央値 N 平均値 中央値 N 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

1億円以上10億円未満 704 25590.2 7695.0 481 2113.7 0.0 165 17546.7 550.0 10455.6 400.0 7091.1 0.0
10億円以上100億円未満 537 96918.9 26617.0 380 8876.6 0.0 201 30806.8 1240.0 18813.7 867.0 11993.1 0.0
100億円以上 246 1269570.4 244993.5 173 21821.4 0.0 150 435073.8 8892.5 264219.9 6878.5 170853.8 0.0
合計 1487 257145.4 18407.0 1034 7896.4 0.0 516 144086.1 1417.5 87480.1 1007.5 56606.0 0.0
注1：社内研究開発費、外部支出研究開発費に回答した企業を集計した。

注2：外部支出研究開発費については、国内と海外への支出の両方に欠損なく回答した企業を集計した。

(単位：万円)

資本金階級

社内研究開発費
(主要業種)

うち、受入研究費
(主要業種)

総外部支出研究開発費
(主要業種)

外部支出研究開発費
(主要業種、国内)

外部支出研究開発費
(主要業種、海外)

(単位:万円)

資本金階級 平均値 中央値 平均値 中央値

1億円以上10億円未満 501 31350.3 8563.1 29127.2 8529.5
10億円以上100億円未満 409 106470.8 31354.6 98452.0 27916.9
100億円以上 197 1659075.4 254456.6 1552780.0 271055.7
合計 1107 348772.3 21185.5 329703.3 20665.6
注1：2013、2014会計年度の社内研究開発費の両方に回答した企業を対象に集計した。

注2：社内研究開発費は国民経済計算確報(2005年基準・93SNA)の国内総生産デフレーターで実質化した。

注3：2014会計年度の社内研究開発費については、受入研究費を差し引いた自己資金額を用いている。

N 2013会計年度（2014年度調査） 2014会計年度（2015年度調査）
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・2012 年度、2013 年度と増加傾向にあった主要業種における社内研究開発費は、2014 年度は減

少に転じた。主要業種における外部支出研究開発費はほぼ横ばいであるが、わずかに減少。 

主要業種における社内研究開発費及び外部支出研究開発費の前年度からの増加率について、2008 年度

から 2014 年度までの推移を時系列でみたものが図 11である。増加率の符号がプラスの場合は前年度に比べ

増加、マイナスの場合は前年度に比べ減少していることを示している。 

2008 年 10 月に発生したリーマンショックと 2011 年 3 月に発生した東日本大震災を受けて、主要業種にお

ける社内研究開発費（自己資金）は 2009 年度、2011 年度ともに減少したことがわかる。一方、主要業種にお

ける外部支出研究開発費は2009年度には減少しているが、その後は2011年度も含め増加している。つまり、

リーマンショック発生時には主要業種における研究開発は社内・社外を問わず縮小した可能性があり、東日本

大震災発生時には、主要業種において研究開発の外部化が加速した可能性を指摘することができる。 

しかし、2014 年度には、主要業種における社内研究開発費は減少に転じ、外部支出研究開発費はほぼ横

ばいであるが、わずかに減少している。実質 GDP の変動でみた 2014 年の日本の経済成長率2もマイナス

1.0%と、2011 年の東日本大震災以来のマイナス成長となっており、2014 年 4 月の消費増税や 2014 年 6 月

末から2015年1月末にかけてのエネルギー価格の急落等の影響を受け、企業の主要業種における売上高や

利益が減少した可能性が考えられる。 

 

 

図 1.  主要業種における社内研究開発費と外部支出研究開発費の前年度増加率の推移 

 

 

 

 

 

                                                  
1 各年度において前年度のデータと接合できるサンプルのみを抽出し、増加率を算出した。 
2 GDP が前年比でどの程度成長したかを表すもので、経済成長率 ＝（当年の GDP - 前年の GDP）÷ 前年の GDP × 100 で

計算される。 
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・企業の主要業種における社内での自己資金による研究開発は縮小され、相対的に研究開発の外

部化の比率が増加している可能性が指摘できる。 

主要業種における社内研究開発費（実質値・自己資金分）と、研究開発活動の外部化の程度を示す外部支

出研究開発費とその比率、そして研究開発集約度を示す研究開発費対売上高とその比率について、2011 年

度から 2014 年度までの変化を時系列にプロットしたものが図 2 である。ここでの社内研究開発費は外部からの

受入研究費を含めておらず、社内研究開発費のうち自己資金の金額を示している。 

2011 年度以降の主要業種における社内研究開発費（実質値・自己資金分）は増加傾向にあったが、2014

年度には減少に転じている。また、研究開発活動の外部化の程度（研究開発費に占める外部支出研究開発

費比率）をみると、2012 年度には低下したが、翌 2013 年度は増加し、2014 年度においても増加していること

がわかる。つまり、企業の主要業種における研究開発活動を考えたとき、社内での自己資金による研究開発は

縮小され、相対的に研究開発の外部化の比率が増加している可能性を指摘できる。 

研究開発費対売上高比率（研究開発集約度）は、2011年度から2013年度にかけては増加傾向にあったが、

2013 年度から 2014 年度にかけては減少に転じている。なお、主要業種における売上高の 1 社あたりの平均

も 2013 年度から 2014 年度にかけては減少している。 

 

 

図 2. 主要業種における研究開発投資（主要業種・実質値）の時系列推移 
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２．研究開発者の雇用状況 

・1 社当たりの研究開発者数は平均 121.1 人。 

研究開発活動における重要な投入資源のひとつである研究開発者の数は平均値でみると 121.1 人であっ

た（表 3）。研究開発者の年齢は、25 歳以上 34 歳以下及び 35 歳以上 44 歳以下の割合が高い（表 4）。研究

開発者のうち、各企業の研究開発者のカテゴリー別内訳比率を平均した値（平均値 B）では、主要業種に係わ

る研究開発者数は 116.1 人、外国籍研究開発者は 1.3 人である（表 5）。 

 

 

表 3. 資本金階級別 研究開発者を雇用している企業割合及び研究開発者数 

 
 

 

表 4． 資本金階級別 研究開発者の年齢別内訳比率 

 

 

 

表 5. 資本金階級別 外国籍研究開発者数、主要業種に係わる研究開発者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金階級 平均値 中央値

1億円以上10億円未満 720 83.7% 688 24.7 10.0
10億円以上100億円未満 546 87.1% 533 55.8 22.0
100億円以上 252 80.8% 248 529.1 132.0
合計 1518 84.4% 1469 121.1 19.0
注：年齢別内訳に全て回答している企業のみを対象として集計した。

N 研究開発者を雇用
している企業の割合

N 研究開発者数

資本金階級 N 25歳未満
25歳以上

34歳以下

35歳以上

44歳以下

45歳以上

54歳以下
55歳以上 25歳未満

25歳以上

34歳以下

35歳以上

44歳以下

45歳以上

54歳以下
55歳以上

1億円以上10億円未満 688 3.7% 32.5% 31.3% 23.8% 8.7% 3.8% 32.7% 30.1% 21.4% 12.0%
10億円以上100億円未満 533 3.4% 35.1% 30.6% 23.6% 7.4% 4.2% 32.7% 30.1% 22.4% 10.7%
100億円以上 248 1.8% 32.5% 29.7% 28.7% 7.2% 2.1% 33.0% 29.1% 26.9% 8.8%
合計 1469 2.3% 32.9% 30.0% 27.4% 7.4% 3.7% 32.8% 29.9% 22.7% 11.0%
注1：平均値Aは、各カテゴリーに該当する研究開発者数を研究開発者総数で除した値。

注2：平均値Bは、各企業の研究開発者年齢別内訳比率を各カテゴリーごとに算出した平均値。

注3：年齢別内訳に全て回答している企業のみを対象として集計した。

研究開発者の年齢別内訳比率

平均値A（注1） 平均値B（注1）

資本金階級 N 平均人数 平均割合 平均人数 平均割合

1億円以上10億円未満 604 0.2 0.8% 21.5 87.7%
10億円以上100億円未満 476 0.6 0.9% 54.2 89.5%
100億円以上 224 5.9 1.3% 502.7 85.7%
合計 1304 1.3 1.0% 116.1 88.0%

外国籍研究開発者
主要業種に係わる

研究開発者

注：研究開発者の年齢別内訳全てと外国籍研究開発者数、主要業種に係わる研究開発者数の全てに回答した企業を対象に集計した。
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・58.2%の企業は研究開発者を 1 人も採用していない。 

今年度調査での研究開発者の採用状況について、研究開発者を 1 人以上採用した企業は回答企業全体

の 41.8%であり、58.2%の企業は研究開発者を 1 人も採用していなかった。博士課程修了者については回答

企業全体の約 9 割、女性研究開発者については回答企業全体の約 8 割の企業が 1 人も採用していない。た

だし、研究開発者を 1 人以上採用した企業（471 社）に限定してみてみると、そのうち 25.0%の企業が博士課

程修了者を採用し、48.8%の企業が女性研究者を採用していることがわかる（それぞれ、118 社/471 社、230

社/471 社）。ポストドクターについては 1 人以上採用している企業の割合は全体の 1.5%であった（表 6）。 

 

表 6. 研究開発者を採用した企業の割合 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
(a)

採用した企業数
(b)

採用した企業の割合
(b/a)

1128 471 41.8%
うち、学士号取得者(最終学歴) 1128 264 23.4%
うち、修士号取得者(同上) 1128 369 32.7%
うち、博士課程修了者(同上) 1128 118 10.5%
うち、採用時点でポストドクターだった者 1128 17 1.5%
うち、女性研究開発者 1128 230 20.4%

採用した研究開発者(新卒・中途を問わず)

注：採用した研究開発者数、及びその内訳項目全てに回答した企業を集計対象とした。
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・新卒の研究開発者を採用している企業の割合は経年的なトレンドでは減少傾向にあるが、2014

年度には増加に転じている。 

研究開発者（新卒）を採用した企業割合の推移をみると、傾きにばらつきがあるものの、全体として 2013 年

度までは減少傾向にあり、新卒者を研究開発者として採用する企業の割合が減っていることがわかる。なかで

も、2010 年度から 2011 年度にかけての減少割合が相対的に大きく、2010 年度末の東日本大震災の発生を

受けて、企業が新卒採用をより手控えた可能性も考えられる。しかし、2014 年度では研究開発者（新卒）を採

用した企業の割合が増加に転じている。学歴別に見ても、2013 年度から 2014 年度にかけて、新卒の学士号

取得者、修士号取得者、博士課程修了者のすべての区分で採用した企業の割合が増加している。 

一方中途で研究開発者を採用した企業割合の推移についてみてみると、2010 年度から 2011 年度にかけ

ての増加割合が相対的に大きく、この点で研究開発者（新卒）を採用した企業割合の推移と対照的である。中

途で研究開発者を採用した企業割合は 2011 年度以降 2013 年度までゆるやかに減少していたが、2014 年

度では、研究開発者（新卒）を採用した企業割合と同様に増加に転じている。ポストドクター経験者に限ってみ

ても、2013 年度から 2014 年度にかけて採用した企業の割合に増加傾向が確認できる（図 3）。 
 

 

図 3.  学歴・属性別 研究開発者の新卒採用を行った企業割合の推移  
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・採用された研究開発者に占める中途採用者の割合は経年的なトレンドでは増加傾向にある。 

・新卒採用者の学歴・属性別の割合を見ると、2014 年度にかけて、学士号取得者（新卒）の割合

及びポストドクター経験者の割合は増加し、修士号取得者（新卒）及び博士課程修了者（新卒）

の割合、女性研究開発者（新卒）の割合は減少した。 

採用された研究開発者に関する学歴及び属性別の採用者数割合の推移について、ここ数年の傾向をみる

と、経年的なトレンドでは採用された研究開発者に占める中途採用の割合が増加傾向にあることがわかる。 

採用された研究開発者の学歴別にみてみると、学士号取得者（新卒）、修士号取得者（新卒）の割合はとも

に経年的なトレンドでは減少傾向にあるが、2013 年度から 2014 年度にかけて学士号取得者（新卒）の割合は

増加に転じているのに対し、修士号取得者（新卒）の割合は大きく減少しているという違いが確認できる。 

博士課程修了者（新卒）の占める割合は、2012 年度までは増加傾向にあったが、それ以降は減少に転じ、

2013 年度から 2014 年度にかけても減少している。ポストドクター経験者の占める割合は経年的なトレンドでみ

ると増減が繰り返されていることがわかるが、2013 年度から 2014 年度にかけては増加傾向にある。 

女性研究開発者（新卒）の割合についてみると、2011 年度から 2013年度にかけては増加傾向にあったが、

2014 年度にかけてはわずかに減少していることがわかる（図 4）。 

 
図 4.  採用された研究開発者の学歴・属性別割合の推移 
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３．知的財産活動への取り組み 

・1 社当たりの国内特許出願件数は約 85 件。 

研究開発活動を実施している企業のうち 78.0%の企業が知的財産活動を実施していた。 

研究開発のアウトプットのひとつである特許出願件数について、平均値をみたところ、国内特許出願件数が

85.1 件（昨年度調査では 90.1 件）、国際特許出願件数が 18.8 件（同 21.7 件）、外国特許出願件数が 78.4

件（同78.9件）（うち米国特許庁への出願が23.1件（同24.2件）、うち中国特許庁への出願件数が17.6件（同

16.8 件））、国内特許所有数が 500.0 件（同 557.6 件）、自社実施件数が 132.5 件（同 137.0 件）であった。 

 

・国内特許出願件数の増減の主な要因は、発明自体の増減である。 

特許出願が減少したと答えた企業、増加したと答えた企業のそれぞれに、その理由を尋ねた（図 5、図 6）。 

減少の理由で最も多いのが「発明の減少」（63.3%）であり、増加の理由で最も多いのが「発明の増加」

（73.9%）である。このことから、企業における特許出願の増加及び減少は、生みだされる発明の量は以前と同

じであるが何らかの理由で出願行動が変化したことを反映しているのではなく、生み出される発明の量自体の

変化を反映したものであることがわかる。 

特許出願減少の理由として、「特に理由は無い」を除いて、「発明の減少」に続いて多いものを順に 4 つ挙げ

ると、「特許出願の意思決定における評価基準の厳格化」（18.8%）、「研究者数の減少」（8.1%）、「研究開発

費の減少」（7.0%）、「知的財産活動費の減少」（6.6%）である。「研究者数の減少」、「研究開発費の減少」、

「知的財産活動費の減少」という一見して特許出願数の減少に直結しそうな要因よりも、「特許出願の意思決定

における評価基準の厳格化」の割合が上回っている。これは、厳しく取捨選択して特許出願する企業が増えて

いることの証左であろう。 

特許出願増加の理由として、「発明の増加」に続いて多いものを順に 4 つ挙げると、「既存の事業領域にお

ける特許の重要性増大」（26.1%）、「新たな事業領域へのシフト」（18.5%）、「研究開発費の増加」（13.9%）、

「知的財産活動費の増加」（12.5%）である。「研究開発費の増加」、「知的財産活動費の増加」という一見して

特許出願数の増加に直結しそうな要因よりも、「既存の事業領域における特許の重要性増大」や「新たな事業

領域へのシフト」の割合が上回っている。このことから、①従来はさほど特許が重視されていなかったが近年は

特許が重要な要素になってきた事業領域が一定数存在すること、②特許がさほど重要でない事業領域から特

許が重要性を持つ事業領域にシフトしている企業が一定数存在すること、が示唆される。 
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図 5. 特許出願減少の理由 （N=458） 

 

 

図 6. 特許出願増加の理由 （N=417） 

 

 

 

・競合他社が迂回発明を特許出願するまでの期間は平均で 34.9 か月（3 年弱）であり、製造業で

は医薬品製造業で最も長い（55.6 か月）。 

研究開発のアウトプットとしての特許は単に量的側面だけでなく、質的側面からも捕捉する必要がある。ただ

し、特許の質を直接に測定することは難しいため、本年度調査では特許の有効性を示す指標のひとつとして、

特許出願の排他性の効果を測るために、主要業種において、競合他社が代替的な技術を迂回発明し、特許

出願するまでの期間を尋ねている。 

競合他社が迂回発明を特許出願するまでの期間については、全体平均で 34.9 か月である。したがって、特

許出願した技術が独占権を発揮し続けられる期間は 3 年弱ということになる。この期間は特許権の有効期間

20 年と比較してかなり短い。すなわち、１つの特許で技術を独占し続けることが非常に難しいことがわかる。ま

た、資本金階級が小さい企業ほど競合他社が迂回発明を特許出願するまでの期間が長いという傾向がみられ

る。つまり、小規模な企業ほど、排他性の高い特許を厳選して出願、所有しているものと考えられる。（表 7）。 

63.3%

7.0%

6.6%

8.1%

5.7%

5.0%

4.8%

18.8%

5.5%

2.6%

6.1%

0.7%

0.2%

2.0%

17.2%

5.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

発明の減少

研究開発費の減少

知的財産活動費の減少

研究者数の減少

国内市場から国外市場へのシフト

既存の事業領域における特許の重要性減少

新たな事業領域へのシフト

特許出願の意思決定における評価基準の厳格化

特許出願に関する国内から国外へのシフト

従来の特許出願の複数件分を1件にまとめたこと

特許から企業秘密へのシフト

特許侵害訴訟では特許権者に不利であること

特許審査に時間がかかりすぎること

特許査定を受けるのが困難であること

特に理由は無い

その他

73.9%

13.9%

12.5%

7.0%

1.2%

26.1%

18.5%

4.6%

1.2%

2.9%

2.6%

0.7%

1.7%

0.7%

10.1%

6.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

発明の増加

研究開発費の増加

知的財産活動費の増加

研究者数の増加

国外市場から国内市場へのシフト

既存の事業領域における特許の重要性増大

新たな事業領域へのシフト

特許出願の意思決定における評価基準の緩和

特許出願に関する国外から国内へのシフト

従来の特許出願の1件分を複数件にしたこと

企業秘密から特許へのシフト

特許侵害訴訟では特許権者に有利になってきたこと

特許審査が迅速化されたこと

特許査定を受けやすくなったこと

特に理由は無い

その他
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業種別にみると、迂回発明が特許出願されるまでの期間は、医薬品製造業（55.6 か月）で最も長くなってい

る。医薬品製造業については、2011 年度から 2014 年度の調査でも特許の排他期間が長いことが確認されて

いる。したがって、医薬品製造業では、特許権の排他性が非常に強く、技術の寿命が長いことが推測される。 

 

表 7. 資本金階級別 競合他社が迂回発明を特許出願するまでの平均期間（排他性） 

 

 

 

・少なくとも 30%以上の企業は、営業秘密に該当しない企業秘密を保有している。 

研究開発活動の結果として生み出される技術的知識のひとつであるノウハウ等の企業秘密は、特許のように

権利化され制度的に保護されるものではないため、常に流出のリスクを持っている。本調査では、2014 年度に

回答企業によって生み出された、権利出願の対象となりうる全ての技術的知識・情報のうち、企業秘密（営業

秘密を含む）として管理されているもの、営業秘密として管理されているものの比率を調査している。 

表 9 は、企業秘密の割合の回答と、営業秘密の割合の回答をクロスさせた結果である。企業秘密を保有して

いない企業の割合は、全体の 18.0%である。企業秘密の大部分を営業秘密として保有している企業（企業秘

密として管理しているものの割合が 0%ではなく、技術的知識・情報のうち企業秘密としたものの割合の階級と、

営業秘密としたものの割合の階級が、同一である企業）の割合は、全体の 50.2%となり、約半数となっている。

これらの 18.0%と 50.2%の企業を除いた残りの 31.8%の企業は、営業秘密ではない企業秘密を保有している

ことが確実である。すなわち、回答企業のうち、少なくとも約 30%は、不正競争防止法による営業秘密の保護

だけでは対応しきれない企業秘密を保有していることがわかる。なお、企業秘密の割合の階級と営業秘密の割

合の階級が同一である企業のなかにも、実際には、両者の割合に差がある場合があり得るため、この割合は更

に大きい可能性がある。 

 

表 8. 企業秘密の割合と営業秘密の割合 （N=1092） 

 

 

 

 

平均値 中央値
1億円以上10億円未満 361 37.4 30.0
10億円以上100億円未満 397 33.4 24.0
100億円以上 189 33.0 27.0
合計 947 34.9 30.0

資本金階級

N
競合他社が迂回発明を特許
出願するまでの期間（月）

0% 0%超

25%未満

25%以上

50%未満

50%以上

75%未満

75%以上

100%未満
100%

合計

0% 18.0% - - - - - 18.0%
0%超25%未満 6.8% 31.8% - - - - 38.6%
25%以上50%未満 1.6% 7.5% 6.2% - - - 15.4%
50%以上75%未満 0.3% 2.1% 2.9% 2.7% - - 8.0%
75%以上100%未満 0.5% 3.6% 1.1% 1.6% 2.7% - 9.4%
100% 2.7% 0.5% 0.2% 0.1% 0.4% 6.8% 10.6%
合計 30.0% 45.4% 10.4% 4.3% 3.0% 6.8% 100.0%

営業秘密の割合

企業秘密の
割合
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４．主要業種におけるイノベーション創出 

・41.3%の企業が画期的な新製品・サービスを実現し、25.6%の企業が画期的な新工程を実現した。 

2015 年度調査では、主要業種における、過去 3 年間（2012 年度～2014 年度）の下記 7 つの研究開発成

果の実現状況を尋ねた。 

①新しいまたは大幅に改善した製品・サービスの投入（画期的な新製品・サービスの投入）を実現した企業

の割合は41.3%（昨年度調査では44.9%）、②製品の生産・供給のオペレーションにおいて新しい手法の導入

あるいは既存の手法の大幅な改善（画期的な新工程の実現）を行った企業の割合は 25.6%（同 26.8%）であっ

た。③新しいまたは大幅に改善したビジネスモデルの導入は 18.0%（同 19.9%）の企業が、④新しいまたは大

幅に改善したマーケティング手法の導入は 18.6%（同 19.8%）の企業が、⑤新しいまたは大幅に改善した組織

マネジメント手法の導入は 27.0%（同 27.0%）の企業が、実現したと回答した。⑥新しさや大幅な改善はないが

既存技術の軽度な改善改良による新製品・サービスの投入を実現した企業の割合は 84.8%（同 87.2%）、⑦

製品の生産・供給のオペレーションにおいて新しさや大幅な改善はないが既存のものを軽度に改善改良した

手法を導入した企業の割合は 69.2%（同 73.3%）であった。 

同業他社に対する競争優位を保つために最も重視している事項として、74.0%の企業が、製品・サービス自

体の技術的特徴や機能特性を挙げた。これは、競争優位を保つために考慮する事項として当然の帰結である

が、次いで多くの企業が挙げたのは、収益性向上を目的とした事業戦略（11.9%）であった。企業が主力製品・

サービス市場で競争優位を保つために、新たなビジネスモデルの構築に係る事業戦略が重要であることがみ

てとれる。 

 

・最も優先的に活用している利益確保の手段は、特許・実用新案による保護である。 

過去 3 年間に新製品・サービスの利益を確保する上で最も優先的に活用してきた事項を尋ねたところ、特

許・実用新案による保護を最も重視している企業の割合が 24.0%と最も大きかった。次いで、製品・サービスの

先行的な市場投入（リードタイム）を最も重視している企業が 20.7%、企業秘密化・秘密保持契約の締結を最も

重視している企業が 14.2%、企業及び製品・サービスのブランド力の構築・活用を最も重視している企業が

13.3%であった。また、1 番目から 5 番目までに重視するものとして選択された割合の合計値が高い項目は、

「特許、実用新案による保護」（65.7%）、「企業秘密化、秘密保持契約の締結」（65.4%）、「企業及び製品・サ

ービスのブランド力の構築、活用」（61.8%）であり、いずれも 60%を超える結果となった。 

現時点の市場における競争状態の下で、自社の研究開発成果として生み出された新製品・サービスから生

じる利益をできるだけ自社のみで確保できるようにする、すなわちイノベーションの専有可能性を高めるための

手段として、特許権による保護が最も重視されていることが確認できる結果である。 
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５．他組織との連携・外部知識等の活用 

・71.5%の企業が、主要業種の研究開発において他組織との連携を実施している。 

過去 3 年間（2012 年度～2014 年度）に、主要業種の研究開発において他組織との連携を実施したことが

ある企業の割合は、71.5%である。また、外部から知識を導入する際に企業が活用している情報源としては、

学会での研究成果発表、該当組織のニュースリリース、展示会、論文の順になっており、企業が“情報の速報

性”を重視している可能性が指摘できる。 

学会での研究成果発表や論文という学術的な成果に近い情報源については、規模が大きい企業ほど重視

すると答える企業の割合が高い。一方、展示会や該当組織のニュースリリースという市場に出る製品・サービス

に近い情報源については、規模が小さい企業ほど重視すると答える企業の割合が高い。規模が大きい企業ほ

ど、長期的な視野で外部から知識を導入する傾向があるのに対し、規模が小さい企業ほど、直接自社の製品・

サービスの開発に結びつく知識を外部から導入する傾向があることを反映していると考えられる。 

 

表 9.  資本金階級別 外部から知識を導入する際に最も重視する情報源 

  

・情報交換や共同研究、製品購入といった形での連携が多い。 

国内の企業を中小企業とその他企業に区分した上で、どのような形で連携したことがあるかをたずねたとこ

ろ、中小企業及び大企業のいずれに関しても、「秘密保持契約を結んで情報交換を行った」、「共同研究契約

を結んだ」、「相手先の製品を購入した」といった形での連携を行っていることが分かった。 

また、「秘密保持契約を結んで情報交換を行った」、「共同研究契約を結んだ」、「自社特許権の実施許諾を

行った」、「相手の特許権の実施許諾を受けた」という、未公開の情報や排他性のある情報のやり取りを含む連

携形態については、中小企業との間で経験があると答えた企業の割合よりも、それ以外の企業との間で経験

があると答えた企業の割合の方が高かった。 

 

図 7. 国内の中小企業及び大企業との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金階級
N 該当組織の

ニュースリリース
報道機関の

ニュースリリース
セミナーでの

情報
知人からの
情報提供

学会での
研究成果発表

論文 展示会 その他
重視する情報源

はない

1億円以上10億円未満 423 19.4% 5.4% 6.6% 6.9% 17.3% 10.4% 16.1% 9.0% 9.0%
10億円以上100億円未満 421 20.4% 5.9% 4.0% 9.5% 19.5% 13.5% 12.1% 10.0% 5.0%
100億円以上 263 16.0% 7.2% 3.4% 8.0% 24.3% 14.4% 8.7% 13.7% 4.2%
合計 1107 19.0% 6.1% 4.9% 8.1% 19.8% 12.6% 12.8% 10.5% 6.3%

64.0%

36.9%

32.3%

21.2%

18.1%

8.9%

5.3%

3.8%

0.7%

73.9%

57.1%

30.9%

12.5%

17.2%

13.4%

13.1%

2.9%

1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

秘密保持契約を結んで情報交換を行った

共同研究契約を結んだ

相手先の製品を購入した

連携した経験はない

相手先の役務を利用した

自社特許権の実施許諾を行った

相手の特許権の実施許諾を受けた

相手先に出資を行った

その他

国内の中小企業 国内のそれ以外の企業
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・連携先としての中小企業における問題点として最も多くの企業が挙げたのは、実用化につなが

る研究成果が少ないことである。大企業における問題点は、契約が円滑に結べないことである。 

国内の中小企業及びそれ以外の企業との間で連携を行った経験を踏まえて、連携相手先企業において問

題だと考える点を尋ねた結果を、中小企業とそれ以外の企業、それぞれについて回答した企業を対象にまと

めたものが、図 8 である。 

中小企業、それ以外の企業のいずれにおいても、多くの企業が、「問題はない」と感じていることがわかる。

具体的な問題点としては、中小企業との連携においては「実用化につながる研究成果が少ないこと（24.3%）」、

「研究成果についての情報発信が少ないこと（14.8%）」、「研究のスピードが遅いこと（13.3%）」が問題だと考

えていることがわかる。それ以外の企業（大企業）との連携に関しては、「契約が円滑に結べないこと（26.2%）」、

「意思決定のスピードが遅いこと（17.6%）」、「実用化につながる研究成果が少ないこと（17.0%）」を問題点とし

て挙げた企業が多い。 

回答企業の割合の大小にかかわらず、回答割合の比を取ることにより、中小企業と比べて大企業で顕著な

事項を抽出すると、「共同研究の成果を特許にする場合の条件」、「意思決定のスピードが遅いこと」、「契約が

円滑に結べないこと」、「特許・企業秘密等の使用許諾を受ける際に条件が厳しすぎること」、「共同研究をして

も自社側の意見が取り入れられないこと」が挙げられる。他方、大企業と比べて中小企業で顕著な事項は、「実

用化につながる研究成果が少ないこと」、「研究成果についての情報発信が少ないこと」、「自社の技術情報を

他者に漏らされてしまうこと」、「特許の質が低いこと」が挙げられる。 

中小企業は研究成果の取扱い等についてフレキシブルに対応できるが、秘密情報の管理体制が確立され

ておらず、自社情報の発信が少ない。一方、大企業においては社内決済をとるのに時間がかかることが想定さ

れ、契約手続や意思決定のスピードに難がある。こうした現状を反映した調査結果となっている。 

 

図 8.  国内の中小企業及び大企業における問題点 

 

26.0%

24.3%

20.0%

14.8%

13.3%

12.8%

10.3%

6.5%

5.7%

5.6%

4.3%

3.9%

2.4%

1.6%

27.5%

17.0%

10.1%

9.3%

12.2%

8.8%

26.2%

6.8%

14.2%

17.6%

1.6%

13.5%

6.3%

1.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

問題はない

実用化につながる研究成果が少ないこと

連携した経験はない

研究成果についての情報発信が少ないこと

研究のスピードが遅いこと

自社の技術情報を他者に漏らされてしまうこと

契約が円滑に結べないこと（煩雑、時間がかかりすぎるなど）
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共同研究をしても自社側の意見が取り入れられないこと

その他

国内の中小企業 国内のそれ以外の企業
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・企業に必須な知識を多く提供している相手先は、顧客企業・設備や素材・部品等の供給業者、

国内の大学等・公的研究機関である。 

主要業種において過去 3 年間（2012 年度～2014 年度）に市場投入した新製品・サービスや、新たに開始

した製品の生産・供給のオペレーションに関して、知識の導入が必須だった相手先を尋ねた結果をまとめたも

のが図 9 である。 

 

図 9. 知識の導入が必須であった相手先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでの知識とは、共同研究開発、ライセンス導入等だけでなく、論文の参照、学会・研究会等における研究

成果の参照、研究者同士のコミュニケーションから得た情報等も含まれる。 

選んだ企業の割合が最も多かったのは、顧客企業（61.6%）であり、次いで、設備や素材・部品等の供給業

者（51.5%）、国内の大学等・公的研究機関（49.4%）である。国内の大学・公的研究機関は企業の知識導入の

相手先として一定の機能を有していることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.6%

51.5%

49.4%

15.7%

14.7%

13.4%

11.1%

8.5%

6.2%

4.3%

2.3%

1.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

顧客企業

設備や素材、部品等の供給業者

国内の大学等・公的研究機関

競合企業

同一の業界団体等に所属する他企業

外部コンサルタントや民間研究所

研究開発コンソーシアム（技術研究組合等）の参加他企業

国外の大学等・公的研究機関

外部からの知識の導入を行っていない
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研究開発サービス仲介事業者

14



 

 
 

６．科学技術に関する政府の施策・制度の利用状況 

・半数超（51.3%）の企業が、研究開発費に関する政府の科学技術関連施策を利用している。 

政府の科学技術イノベーション政策においては、大学や公的研究機関だけでなく、民間企業を直接的な対

象とした施策・制度が講じられている。そのような政策の効果や影響を把握するためには、民間企業側に調査

することが有益である。 

そうした状況を受けて、2015 年度調査では、科学技術に関する政府の施策・制度について、民間企業によ

る利用状況を把握するための設問を設け、該当する設問に回答した企業（1348 社）を対象として集計した。調

査対象とした政府の施策は、a）試験研究費の総額にかかる税額控除制度、b）研究開発に対する補助金等の

支援制度、c）研究開発に関する政府調達、の 3 種類である。 

これらの施策を利用していないと回答した企業の割合は 48.7%であり、約半数超の企業が政府の科学技術

に関する施策を利用したことがわかる。 

また、いずれの施策とも、企業規模が大きい資本金 100 億円以上の企業における利用割合が最も高くなっ

ている。特に、「試験研究費の総額にかかる税額控除制度」と「研究開発に対する補助金等の支援制度」につ

いては、資本金 100 億円以上の企業のおよそ半数が利用していることわかる。一方、「研究開発に関する政府

調達」については、資本金 100 億円以上の企業の利用割合が相対的に大きいものの、その割合は 5.2%と小

さく、利用している企業は一部であることがわかる（表 10）。 

 

表 10. 資本金階級別 研究開発費に関する科学技術関連施策の利用の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金階級
N 試験研究費の総額に

かかる税額控除制度
研究開発に対する補
助金等の支援制度

研究開発に関する政
府調達

利用していない

1億円以上10億円未満 612 33.7% 19.0% 0.7% 54.1%
10億円以上100億円未満 487 33.9% 16.8% 0.8% 54.2%
100億円以上 249 49.8% 51.4% 5.2% 24.9%
合計 1348 36.7% 24.2% 1.6% 48.7%
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・22.9%の企業が政府の競争的資金を獲得している。 

民間企業を直接的な対象とした政府の競争的資金の獲得・応募状況について尋ねたところ、表 12 に示した

実施機関のいずれかの競争的資金を獲得したと回答した企業の割合は 22.9%であった。また、いずれかの競

争的資金に応募したが、獲得しなかったと回答した企業は 5.8%となっており、調査対象企業の 3 割弱がいず

れかの競争的資金に応募したと回答している。資本金階級が 100 億円以上の大企業に着目すると、いずれか

の競争的資金を獲得したと回答した企業の割合は 47.2%と半数近くに達している（表 11）。 

競争的資金の実施機関別にみると、獲得したと回答した企業の割合については、新エネルギー・産業技術

総合開発機構（10.9%）が最も高く、経済産業省（9.6%）、科学技術振興機構（6.1%）が続いている（表 12）。 

 

表 11.  資本金階級別 政府の競争的資金の獲得・応募状況 

 
 

 

表 12. 実施機関別 政府の競争的資金の獲得・応募状況 

 

 

  

資本金階級
N 獲得した

応募したが、
獲得しなかった

全く応募
しなかった

全く把握して
いない

1億円以上10億円未満 647 19.3% 5.9% 53.2% 21.6%
10億円以上100億円未満 516 14.9% 5.4% 61.2% 18.4%
100億円以上 265 47.2% 6.4% 37.4% 9.1%
合計 1428 22.9% 5.8% 53.2% 18.1%

実施機関
N 獲得した

応募したが、
獲得しなかった

全く応募
しなかった

全く把握して
いない

内閣府 1300 2.2% 0.5% 58.8% 38.5%
総務省 1298 1.1% 0.1% 58.8% 40.1%
消防庁 1290 0.0% 0.0% 55.4% 44.6%
文部科学省 1295 0.7% 0.0% 60.1% 39.2%
日本学術振興会 1299 1.1% 0.7% 61.5% 36.7%
科学技術振興機構 1330 6.1% 2.4% 57.1% 34.4%
厚生労働省 1296 0.8% 0.0% 57.6% 41.7%
農林水産省 1303 2.5% 0.9% 55.7% 40.9%
経済産業省 1343 9.6% 1.6% 61.4% 27.5%
新エネルギー・産業技術総合開発機構 1352 10.9% 2.4% 59.9% 26.8%
国土交通省 1301 1.8% 0.2% 56.7% 41.3%
環境省 1300 1.6% 0.5% 58.4% 39.5%
上記のいずれか 1428 22.9% 5.8% 53.2% 18.1%
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